
数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 数 量

酒税法
災 害 減 免 法
〔第７条第１項〕

未納税
移出 輸出免税第30条第１項、

第２項及び第３項

８－１ 課税状況
(1) 課税状況

区 分

課 税 控 除

課 税 実 数

免 税

一 般 税 率 適 用 特 例 税 率 適 用
〔第23条第２項第３号〕 計

沖縄国税事務所
酒税1
(H23)

数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 数 量
kl 千円 kl 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ ㎘

清 酒 X X X X X X X X X X X X X X

合 成 清 酒 - - - - - - - - - - - - - -

連続式蒸留しょうちゅう X X X X X X X X X X X X X X

単式蒸留しょうちゅう 22,726 4,556,091 - - 22,726 4,556,091 250 48,275 0 92 22,475 4,507,724 9,191 26単式蒸留しょうちゅう 22,726 4,556,091 - - 22,726 4,556,091 250 48,275 0 92 22,475 4,507,724 9,191 26

み り ん - - - - - - - - - - - - - -

ビ ー ル 23,816 4,308,809 23,816 4,308,809 1,060 186,640 - - 22,755 4,122,169 2,785 849

果 実 酒 65 4,154 - - 65 4,154 - - - - 65 4,154 0 0

甘 味 果 実 酒 35 4,008 - - 35 4,008 1 67 - - 34 3,941 - 0甘 味 果 実 酒 35 4,008 - - 35 4,008 1 67 - - 34 3,941 - 0

ウ イ ス キ ー 0 1 - - 0 1 - - - - 0 1 0 1

ブ ラ ン デ ー - - - - - - - - - - - - - 0

原 料 用 ア ル コ ー ル 32 16,201 - - 32 16,201 0 81 - - 32 16,120 159 -

発 泡 酒 11,621 1,253,230 11,620 1,253,230 884 94,993 - - 10,736 1,158,238 - 0

そ の 他 の 醸 造 酒 X X X X X X X X X X X X X X

ス ピ リ ッ ツ 25 7,470 - - 25 7,470 0 22 - - 25 7,448 5 0

リ キ ュ ー ル X X X X 18,934 1,242,495 1,489 95,887 0 20 17,444 1,146,588 1,650 7

粉 末 酒 ・ 雑 酒 X X X X X X X X X X X X X X

合 計 58,735 10,204,363 18,532 1,190,393 77,268 11,394,756 3,685 426,003 0 112 73,582 10,968,641 13,791 884合 計 58,735 10,204,363 18,532 1,190,393 77,268 11,394,756 3,685 426,003 0 112 73,582 10,968,641 13,791 884

調査対象等：平成23年４月１日から平成24年３月31日までの間に製造場から移出された酒類について、平成24年４月30日までの申告又は処理による課税事績を示したものである。
用語の説明：「未納税移出」とは、製造場から移出するとき、酒税の免除を受けて移出するものをいい、「輸出免税」とは、輸出する目的で酒類を製造場から移出するとき、酒税の免除を受けて移出するものをいう。
（注） １ 「特例税率適用（第23条第２項第３号）」欄は、各品目（ビール及び発泡酒を除く。）でその他の発泡性酒類（発泡性があり、かつ、アルコール分が10度未満であるもの）になるものを示す。

２ 「酒税法第30条第１項、第２項及び第３項」欄は、酒類製造者がその製造場から移出した酒類を、当該製造場に戻し入れた場合の酒税額の控除等を示す。
３ 税関分は含まない。
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(2) 課税状況の累年比較

数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額

㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円

平 成 19 年 度 X X - - X X 27,114 4,865,078 27,845 2,606,428 80,932 12,791,565

平 成 20 年 度 X X - - X X 24,690 4,449,776 26,442 2,396,742 76,245 11,972,268

平 成 21 年 度 X X - - X X 23,770 4,291,248 28,410 2,446,474 76,174 11,571,870

平 成 22 年 度 X X - - X X 23,287 4,209,654 28,584 2,396,110 74,686 11,136,731

平 成 23 年 度 X X - - X X 22,755 4,122,169 28,336 2,336,490 73,582 10,968,641

計

（注） 「しょうちゅう」の計数は連続式蒸留しょうちゅう及び単式蒸留しょうちゅうの合計である。

年 度
清 酒 合成清酒 しょうちゅう ビ ー ル そ の 他
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(3) 都道府県別課税状況

数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額

㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円

沖 縄 県 計 X X - - X X 22,475 4,507,724 - - 22,755 4,122,169 沖 縄 県 計

総 計 X X - - X X 22,475 4,507,724 - - 22,755 4,122,169 総 計

数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額

㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円

沖 縄 県 計 65 4,154 34 3,941 0 1 - - 32 16,120 10,736 1,158,238 沖 縄 県 計

総 計 65 4,154 34 3,941 0 1 - - 32 16,120 10,736 1,158,238 総 計

数 量 税額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額

㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円 ㎘ 千円

沖 縄 県 計 X X 25 7,448 17,444 1,146,588 X X 73,582 10,968,641 沖 縄 県 計

総 計 X X 25 7,448 17,444 1,146,588 X X 73,582 10,968,641 総 計

ビ ー ル
県 名

県 名
果 実 酒 甘 味 果 実 酒 ウ イ ス キ ー ブ ラ ン デ ー 原 料 用 ア ル コ ー ル 発 泡 酒

県 名

合 計

県 名
清 酒 合 成 清 酒 連続式蒸留しょうちゅう 単式蒸留しょうちゅう み り ん

県 名県 名
そ の 他 の 醸 造 酒 ス ピ リ ッ ツ リ キ ュ ー ル 粉 末 酒 ・ 雑 酒
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(1) 製成数量

① ② ③ ④ ①＋②＋
③－④

平成24年3月
31日現在

８－２ 製成数量

区 分

製 成 数 量 等

手持数量
製 成 アルコール

等 混 和

しょうちゅうの
品目別アル

コール分等変更
用途変更等 計

沖縄国税事務所
酒税2
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① ② ③ ④ ③－④ 31日現在

㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘

X X X

X - X X X

- - -

- - - - -

清 酒

合 成 清 酒
- - - - -

連続式蒸留しょうちゅう X X X X X X

単式蒸留しょうちゅう 18,424 - X X 20,053 49,417

み り ん - - - - -

ビ ー ル 26,466 - 58 26,407 149ビ ー ル 26,466 - 58 26,407 149

果 実 酒 30 - - 30 31

甘 味 果 実 酒 27 - - 27 20

ウ イ ス キ ー X X X X X

ブ ラ ン デ ー - - - - -

発 泡 酒 10,686 - - 10,685 110

そ の 他 の 醸 造 酒 X X X X X

原 料 用 ｱ ﾙ ｺ ｰ ﾙ
・ ス ピ リ ッ ツ 271 - 374 △ 104 766・ ス ピ リ ッ ツ

リ キ ュ ー ル 18,863 - 135 18,727 650

粉 末 酒 ・ 雑 酒 X X X X X

合 計 74,783 - 21,091 20,024 75,848 51,169

調査期間等：平成23年４月１日から平成24年３月31日までの間に製成された酒類について、酒類製造者から申告された
「酒類の製成及び移出の数量等申告書」に基づき作成したものである。

（注） １ 犯則分は含まない。
２ （ ）書はアルコール分20度に換算した数量を示す。

「酒類の製成及び移出の数量等申告書」に基づき作成したものである。
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(2) 製成数量の累年比較

清 酒 合 成 清 酒 連 続 式 蒸留
しょうちゅう

単 式 蒸 留
しょうちゅう み り ん ビ ー ル 果 実 酒 ・

甘 味 果 実 酒
ウイスキー・
ブ ラ ン デ ー 発 泡 酒 そ の 他 の

醸 造 酒
原料用ｱﾙｺｰﾙ
・スピリッツ リ キ ュ ール 粉末酒・雑酒 合 計

㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘ ㎘

X - X 26,389 - 29,319 145 X 17,353 X 90 10,203 X 83,537

X - X 25,314 - 26,807 135 X 14,507 X △ 12 11,873 X 78,656

X - X 24,856 - 26,261 133 X 12,864 X 317 16,017 X 80,472

X - X 21,631 - 25,452 181 X 11,684 X 168 17,649 X 76,785

X - X 20,053 - 26,407 57 X 10,685 X △ 104 18,727 X 75,848平 成 23 年 度

年 度

平 成 19 年 度

平 成 20 年 度

平 成 21 年 度

平 成 22 年 度
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